
※大口団体扱割増引率は、団体扱自動車保険の「ご契約台数」と「損害率」に応じて毎年算出され変動する場合があります。
この大口団体扱割引32.5%は、ご契約期間の初日が2025年6月1日から202６年5月31日までのご契約に適用されます。
団体扱特約失効時の取扱いについては、代理店までお問い合わせください。
★プレゼントの発送は、キャンペーン期間終了後に順次ご案内いたします。★

＜取扱代理店＞ 横河商事株式会社  リスクコンサルティング事業本部

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル2階
電話 ：03-5745-6181 （受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）
メール：hoken@ml.jp.yokogawa.com
＜団体扱引受保険会社＞東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社 三井住友海上火災保険株式会社

新規見積キャンペーン

団体扱自動車保険

キャンペーン期間：2025年11月25日 12月19日

ご応募はこちらから
キャンペーンにチェック してください

保険証券の写しをご提出で
全員に！

※

大口団体扱割引
YOKOGAWAグループ

mailto:hoken@ml.jp.yokogawa.com


◆個人情報の取扱いに関するご説明◆
■横河商事株式会社は、ご提出いただいた保険証券および団体扱お見積り依頼書に記載の個人情報をもとに、お客さまニーズにあった自動車保険プランを
ご提案させていただきます。なお、適切で分かりやすい資料にてご提案させていただくために、同個人情報を横河商事株式会社が損害保険代理店委託を
締結している引受保険会社に提供することにご同意のうえ、ご記入ください。

■このチラシは自動車保険(団体扱)の概要を説明したものです。ご契約の内容は、各引受保険会社の自動車保険の種類に応じた｢ご契約のしおり(約款)｣に
よって定まります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
■団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および記名被保険者・車両所有者が引受保険会社の定める条件を満たす場合のみとなります。
■ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店までお問合せください。

＜取扱代理店＞ 横河商事株式会社  リスクコンサルティング事業本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル2階

電話 ：03-5745-6181 （受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

＜団体扱引受保険会社＞東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社 三井住友海上火災保険株式会社

募集文書番号：25TX-003274 承認番号：SJ25-07951 承認日：2025/10/1

◆対象者

YOKOGAWAグループの従業員さま

◆対象車両 （自動車またはバイク）

従業員さま（ご本人）・配偶者・同居の親族・別居の扶養親族
所有のお車またはバイクとします。
なお、配偶者には内縁の相手方および同性パートナーを含みます。
※既にYOKOGAWAグループの団体扱でご契約のお車は対象外です。

◆応募方法

QRコードを読み取っていただき

現在ご加入の証券の写真またはPDFをお送りください。

自動車保険、バイク保険に初めて加入の方は車両注文書や車検証な
ど
お車の情報が分かる書類をお送りください。

◆注意事項

・応募は１台につき１回のみです。

・既に横河商事取り扱いでご契約の団体扱自動車保険は対象外です。

◆プレゼントについて

・選べるe-GIFTにつきましては、

キャンペーン終了後、ご応募いただいた方にご案内いたします。

チケットには有効期限があります（最大6か月）。チケット画面にて期限をお確かめのうえ有効期限内にご利用ください。

キャンペーン概要
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